
【 お問い合わせ先】　 川根本町役場 デジタ ル推進課 ☎0 5 4 7（ 5 6 ）2 2 3 2

初めてのスマホデビューを応援！初めてのスマホデビューを応援！

● 6 5 歳以上の川根本町民のみなさ んにお知ら せ！

◆対象者
●令和８ 年３ 月3 1 日までに6 5 歳以上と なる川根本町民

●令和７ 年４ 月１ 日以降にスマート フォンを初めて購入さ れた方

●世帯に町税の滞納がない方

●川根本町公式 LINE アカウント を友だち登録し ている方

◆申請に必要なも の

①交付申請書兼請求書（ 申請時にデジタ ル推進課で記入し ていただきます）
※代理申請を希望さ れる方は、 事前に役場本庁・ 支所の窓口で申請用紙を受け取っ てく ださ い

②契約者・ 支払額の分かる書類の写し （ 契約書や領収書等）

③振込口座通帳の写し （ 契約者本人の口座に限り ます）

④スマート フォン本体（ LIN E の友だち登録を確認し ます）

●申請の流れ

１ ． スマート フ ォンを購入する（ 令和７ 年４ 月１ 日以降）

・ 端末の購入代金、 事務手数料、 データ 移行手数料、 充電器など 補助の対象と なる 費用が分

かる 領収書等を 保管し ておいてく ださ い。

２ ． 購入し たスマート フ ォ ンに「 LIN E アプリ 」 をインスト ール

　 　 川根本町公式アカウント を友だち登録する

・ 申請書提出時に登録が完了し ているか確認さ せていただきます。

　 ※スマホ講習会や申請書提出時にも 登録の手順を聞く こ と ができます。

３ ． 役場（ 本庁舎） デジタ ル推進課で補助金の申請をする

・ 交付申請書兼請求書（ 申請に必要なも の①） を記入。
　 ※代理申請する際は、 事前に申請書の「 誓約書」 欄に本人の署名が必要です。

・ 申請に必要なも の②～④を一緒に提出

スマート フ ォ ンの購入費用を最大 1 0 ,0 0 0 円  補助し ます! !

①スマート フ ォ ンの本体代金・ ・ ・（ 分割払いの場合は総額換算）

②充電器やケーブル代金・ ・ ・（ 本体に付属し ていない場合）

③事務手数料、 データ 移行手数料・ ・ ・（ サービスパッ ク 含む）

※その他有償のオプショ ンサービス・ スマート フ ォンケース・ フィ ルム等は対象外と なり ます。

●注意事項 ○補助の対象は申請者本人が個人で使用するスマート フォ ンに限り ます。

○令和７ 年４ 月１ 日以降に購入し た方が対象と なり ます。

○申請の際は役場本庁舎（ デジタ ル推進課） へ直接持参し てく ださ い。

●申込期限 ○令和８ 年２ 月 2 7 日まで（ 予算が無く なり 次第終了）
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